
編 章 区分 種別 改　定　要　旨
適用基準 【適用基準】 一部 対象となる基準の年度、年月日の修正

【県基準に適用する国の運用】 一部 URLの修正

読替え 全部 空港土木工事積算基準の削除

全部

第Ⅰ編 第２章 独自基準 ①　直接工事費
総則 工事費の積算 ３　労務費

(３) 夜間工事の労務単価 一部

(４) 休日作業の労務単価 一部

法定休日の一回以上、４日以上の「以上」を削除

６　注意事項 一部

② 間接工事費
２． 共通仮設費
(２) 算定方法
５)　間接工事費等の項目別対象表 一部

一部

表－１　工種区分 一部 下水道工事(4)の追加（5/1改定済み)

２－１　共通仮設費の率分
図－１　地域補正の適用フロー 全部 削除

別表第１　共通仮設費　第１表 一部 下水道工事(4)の追加（5/1改定済み)

別表第１　共通仮設費　第５表 一部

２－２　運搬費
全部

表３．１　基本運賃表 全部 上記に伴い、内容を全面改定。

表３．２　建設機械運搬方法 一部

(10)　仮設材の運搬基地
（別表）リース業者等基地 一部 「(株)伸興サンライズ」を削除

軽量鋼矢板に係る注釈を削除

（11）車扱運賃料金及び地区割増料 全部

２－３　準備費
(１)　準備費の積算
３)　準備として行う以下に要する費用 一部 記載の追記

(３)　伐開，伐採の定義について 一部 記載の追記

２－５　安全費
(２)　積算方法
１)　トンネル工事における呼吸用保護具の積算 一部 対象金額の変更。注釈の追記

３．　現場管理費
(３)　現場管理費率の補正
表－３　地域補正の適用 一部 施工地域区分の追加（5/1改定済み)

市街地（DID補正）（１）－２【鋼橋架設工事】

図－１　現場管理費補正の適用フロー 全部 削除

(８)　現場管理費の計算
別表第２　現場管理費率　第１表 一部 下水道工事(4)の追加（5/1改定済み)

別表第２　現場管理費率　第５表 一部

コンクリートダムの共通仮設費率の変更（5/1改定済
み)

コンクリートダムの現場管理費率の変更（5/1改定済
み)

(３) 質量20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運
搬

従来より適用していた運輸局の基準（運賃表等）が
廃止になったため、それに伴い全面改定

「自走欄」削除。「油圧式杭圧入引抜機( 硬質地盤
専用) 鋼矢板ⅤＬ・ⅥＬ・Ⅱｗ・Ⅲｗ・Ⅳｗ型用」削除

従来より適用していた運輸局の基準（運賃表等）が
廃止になったため全削除

市街地（DID補正）（１）－３【鋼橋架設工事、電線共
同溝工事、道路維持工事、舗装工事、橋梁保全工
事以外の工種】

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

■　航空灯火施設工事及び電気施設工事積算基準
（平成２９年４月）を追記
■　 航空灯火施設工事及び電気施設工事積算標
準（平成３０年６月）を追記
■　島根県航空灯火施設工事及び電気施設工事積
算基準等運用指針を追記

注釈（ニ）の記載の削除及び追記。「鋼製スリット堰
堤」削除。「別途製作する鋼製砂防堰堤の鋼製部
材」を追記

別表　本建設工事積算基準に記載のある工場製作
関係工種のうち，材料費（製作費含む）として

工場製作関係工種に「オープンケーソン工」、「鋼ス
ノーシェッド工」を追加。
鋼製砂防工の項目の記載を変更。「別途製作する
鋼製砂防堰堤の鋼製部材製作」

■航空灯火施設工事及び電気施設工事積算基準、
■航空灯火施設工事及び電気施設工事積算標準
の追加

２)の記載の変更。「所定労働時間（実働時間８ｈ＋
休息時間１ｈ」→「所定労働時間（８ｈ）＋休息時間（１
ｈ）」

記載の追加。「その内深夜部分（22h～5h）にかかる
時間帯は、深夜割増（基準額×割増対象賃金比×
0.25）を加算するものとする。」

記載の追加。「(２) 常設作業帯の設置が困難な地域
での路上工事において、現場条件により資機材等の
日々回送が発生することで作業時間に影響を及ぼ
す恐れがある場合の積算ついては、別途考慮するこ
と。」
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

第５章 独自基準 ②　数量総括表への条件明示
数値基準等 別表 一部 工種の追加及び削除

第８章 独自基準 ①　時間的制約を受ける公共土木工事の積算について
(１)　時間的制約条件 一部

一部

第10章 独自基準 ①　工事の一時中止に伴う増加費用等の積算について
２－２　中止期間中の現場維持等に要する費用
(２)　算定方法 一部

全部 【別表－２】港湾関係を追加

全部 【別表－３】漁港漁場関係を追加

第12章 独自基準 ①　１日未満で完了する作業の積算
２．　適用範囲 一部 工種の追加及び削除

第14章 独自基準 ①作業日当り標準作業量 全部 第17章　作業日当り標準作業量に移行
その他

②市場単価の１日当り標準施工量 全部 第17章　作業日当り標準作業量に移行

①工期、水替日数及び供用日数
１－１　工期日数の算定 一部

一部

一部 不稼働日数説明文の追加

（１）積み上げ方式による工期設定 一部

一部 ③文章の削除。

（２）簡便式による工期設定 一部

（３）工期算定における留意事項
別表１ 一部

１－２　水替日数の算定 一部

１－３　供用日数の算定 一部

一部

一部 記載の削除（雨休率の説明書き）。

第15章 独自基準 一部 参照文献の年度修正

④建設機械等賃料積算基準
４－３　建設機械賃料について
５．夜間割増 一部 注釈を新たに記載

第16章 独自基準 全部 施工単価コード化に伴い、説明を新たに記載

第17章 独自基準 ① 作業日当り標準作業量 全部
② 市場単価の０日当り標準施工量 全部

第Ⅱ編 第１章 適用基準 ③ 作業土工
共通工 土工 ③－１ 床掘工

３． 施工パッケージ
３－１ 床掘り
（２）代表機労材規格 一部

④ 人力運搬工
１． 適用範囲 一部

１－１ 適用出来る範囲 全部

タイトルの修正。
「３－３　供用日数の算定」→「１－３　供用日数の算
定」（作業日当り標準作業量等が、第17章に移行し
たため）

図説明文の変更。
「純工期＝実作業日数×雨休率」→「純工期＝施工
に必要な実日数＋不稼働日数」

作業日当り標準
作業量

PDFファイルのテキスト検索機能向上のため、総則
から分冊し、別ファイルとする

請負工事機械経
費積算要領

①請負工事機械経費積算要領～⑥橋梁架設用仮設備機械
等損料

積算上の統一事
項等

１－８　特殊ダンプトラック（建設発生木材（伐木・除根材を含
む）運搬用）の取扱い

記載の追加。
①の文書の前段に「やむを得ず積み上げ方式で工
期設定を行えない場合、」を追記

鋼橋架設工事、ＰＣ橋工事の準備期間日数に関す
る注釈を追記

タイトルの変更。
「３－１　工期日数の算定」→「１－１　工期日数の算
定」（作業日当り標準作業量等が、第17章に移行し
たため）

工事の一時中止
に伴う増加費用
等の積算

【別表－１】下水道(4)の追加。コンクリートダム工事、
フィルダム工事の一般交通影響有り(1)～離島の係
数Ａ、Ｂを削除

１日未満で完了
する作業の積算

図説明文の変更。
「純工期＝実作業日数×雨休率」→「純工期＝施工
に必要な実日数＋不稼働日数」

記載の変更。
②の文章内「実作業日数」→「施工に必要な実日
数」、『第14章』→『第17章』、「雨休率を乗じて」→
「不稼働日数を加えて」

タイトルの変更。
「３－２　水替日数の算定」→「１－２　水替日数の算
定」（作業日当り標準作業量等が、第17章に移行し
たため）

時間的制約を受
ける公共土木工
事の積算

条件の追加。「５)山間部など現場条件によって作業
時間に制約を受ける場合等」
注釈の追加。「１)～４)の時間帯を避けた施工を必要
とする場合又は５)の制約を受ける場合とする。」

表３．３ 床掘り 代表機労材規格一覧の代表機械の
変更。備考欄の追加

小車の使用、対象の法勾配（1：3.75（15 度）以下）を
追記

適用範囲を、「（１）人力運搬（積込み～運搬～取卸
し）は，人力による積込み，小車による運搬，人力に
よる取卸しに適用し，人力運搬（運搬～取卸し）は，
小車による運搬，人力による取卸しに適用する。」、
「（２）運搬対象は土砂（粘性土，砂，砂質土，レキ質
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

２． 施工概要 全部

３． 施工パッケージ 一部

⑤ 安定処理工
⑤－１ 安定処理工
１． 適用範囲
（２）バックホウ混合 一部 適用条件の明確化

３． 施工パッケージ
３－１ 安定処理
（２）代表機労材規格 一部 使用機種スタビライザの場合の代表機械の変更

ブルドーザ→バックホウ、タイヤローラ→ブルドーザ
運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第２章 適用基準 ① 法面工
共通工 ①－８ 人工張芝工

２． 施工概要 一部 施工フローに「法面清掃」、「かけ土」を追加
注釈に「法面清掃」、「かけ土」について記載

３． 施工パッケージ
３－１ 人工張芝 一部

③ コンクリートブロック積（張）工
３． 施工パッケージ
３－１ コンクリートブロック積
（１）条件区分 一部

３－２ 大型ブロック積
（１）条件区分 一部

⑤ 場所打擁壁工
⑤－１ 場所打擁壁工（１）
１． 適用範囲
１－１ 適用出来る範囲
１－１－１ 小型擁壁 一部

２． 施工概要
２－１ 小型擁壁 一部 名称の変更。小型擁壁（Ａ）及び（Ｂ）→小型擁壁

３． 施工パッケージ
３－１ 小型擁壁
（１）条件区分 一部 名称の変更。小型擁壁（Ａ）→小型擁壁

（２）代表機労材規格 一部 代表機械（バックホウ）の追加。

３－２ 小型擁壁（Ｂ） 全部 全削除

３－２ 重力式擁壁
（１）条件区分 一部

３－３ もたれ式擁壁
（１）条件区分 一部

３－４ 逆Ｔ型擁壁
（１）条件区分 一部

３－５ Ｌ型擁壁
（１）条件区分 一部

⑨ 構造物補修工
⑨－３ 構造物補修工（断面修復工（左官工法））
３． 施工歩掛

一部 文章、標題の語句追加。防錆→鉄筋防錆

一部 文章、標題の語句追加。防錆→鉄筋防錆

３－４ 諸雑費 一部 条件の語句追加。防錆→鉄筋防錆

４． 単価表 一部 文章、標題の語句追加。防錆→鉄筋防錆

⑩ 排水構造物工
⑩－１ 排水構造物工
１． 適用範囲
１－１ 適用出来る範囲
１－１－11 コルゲートパイプ 一部

注釈に法面清掃、目串打込、現場内小運搬は作業
内に含む旨記載
仮設ロープ等を使用する場合は別途計上するよう記
載
人工張芝の材料ロスを含む（標準ロス率は，＋0.14）
旨記載

注釈に、裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は，
「３－10 胴込・裏込材（砕石）」より計上するよう記載

注釈に、裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は，
「３－10 胴込・裏込材（砕石）」より計上するよう記載

「（２）運搬対象は土砂（粘性土，砂，砂質土，レキ質
土，岩塊・玉石混り土）とする。」とした

（１）人力運搬（積込み～運搬～取卸し）、（２）人力
運搬（運搬～取卸し）の施工フローの追記

運搬対象を土砂のみにしたことにより、これまで記載
されていた「セメント類」、「積ブロック類」の記載を削
除

注釈の追加。「コンクリートポンプ車のホースの筒先
作業等を行う機械付補助労務」を含む

注釈の追加。「コンクリートポンプ車のホースの筒先
作業等を行う機械付補助労務」を含む

３－１ 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防
錆処理を含む）

３－２ 断面修復工（左官工法）（鉄筋ケレン・鉄筋防
錆処理を含まない）

条件の追加。「（３）規格が「フランジ型円形」，「ラップ
型円形」の場合」

小型擁壁（Ａ）、小型擁壁（Ｂ）の区分を取りやめ、小
型擁壁とした。
参考図（バックホウによるコンクリート打設範囲）を追
加

注釈の変更。バケットによる打設を標準とし、現場内
小運搬、ホッパー等の語句を削除

注釈の追加。「コンクリートポンプ車のホースの筒先
作業等を行う機械付補助労務」を含む

注釈の追加。「コンクリートポンプ車のホースの筒先
作業等を行う機械付補助労務」を含む
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

１－１－12 コルゲ－トフリューム 一部 条件の追加。「（３）規格が「Ａ形」の場合」

１－２ 適用出来ない範囲
１－２－９ コルゲートパイプ 一部

１－２－10 コルゲートフリューム 一部 条件の追加。「（２）規格が「Ａ形」以外の場合」

３． 施工パッケージ
３－11 ＰＣ管
（１）条件区分 一部

（２）代表機労材規格 一部 代表材料の変更。ＰＣ管の材料費別途計上に伴う

３－12 ＰＣ管（材料費） 全部 新設

３－13 コルゲートパイプ
（１）条件区分 一部 パイプ径区分の変更。型式欄の削除

以下注釈の変更及び追記。
組立(据付時)，解体(撤去時)を対象

（２）代表機労材規格 一部

３－14 コルゲートフリューム
（１）条件区分 一部 規格区分の変更。

以下注釈の変更及び追記。
組立(据付時)，解体(撤去時)を対象

（２）代表機労材規格 一部

⑩－４ 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体）） 一部 施工フローに「鉄筋加工・組立」を追加
２． 施工概要

３． 施工パッケージ
３－１ 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 一部
（１）条件区分

⑪ 軟弱地盤処理工
⑪－１ サンドマット工
２． 施工概要 全部 施工フローを追加

３． 施工パッケージ
３－１ サンドマット
（１）条件区分 一部 注釈に記載のあるロス率の変更。0.23→0.16

（２）代表機労材規格 一部 代表機械（バックホウ）の追加。

３－２ 対象体積，対象面積 一部 安定シート・ネットの設計面積の計算式を削除

⑪－４ 高圧噴射撹拌工
１． 適用範囲 一部

３． 機種の選定 一部

表３．２ 二重管工法の機種の選定 一部

杭径により機種を選定するよう表を修正

４． 編成人員
表４．１ 日当り編成人員 一部 二重管工法の編成人員を杭径別に記載

５． 施工歩掛
５－２ 二重管工法
５－２－１ １本当り施工時間（ＴN）
（２） 削孔時間（Ｔ2） 一部

（３） 注入時間（Ｔ3） 一部

５－２－２ 注入材料使用量 一部

５－２－４ 諸雑費 一部

代表機械（バックホウ）の追加。代表労務（特殊作業
員、土木一般世話役、運転手（特殊））の追加。代表
材料のパイプ径区分の変更。

床掘り，基礎（均しコンクリート，基礎砕石），埋戻し
は含まない
パッキングの有無にかかわらず適用できる。ただし，
パッキング材料費は含まれていないため、別途計上
する
パッキング以外のすべり防止，止水壁，浮上り防止
等の補助工法については、必要な費用を別途計上
する

代表機械（バックホウ）の追加。代表労務（特殊作業
員、運転手（特殊））の追加。代表材料のコルゲート
フリューム規格区分の変更。

条件の追加。「（２）規格が「フランジ型円形」，「ラップ
型円形」以外の場合」、「（３）さや管工法（既設管路
内設置）を行う場合」

注釈の追加。「６．ＰＣ管の材料費は，別途計上す
る。」

床掘り，基礎（均しコンクリート，基礎砕石），埋戻し
は含まない
パッキングの有無にかかわらず適用できる。ただし，
パッキング材料費は含まれていないため、別途計上
する
パッキング以外のペービング，パイプ内足場等の補
助工法については，必要な費用を別途計上する

削孔時間算出を「① 1,000mm以上2,000mm以下」、
「② 2,000mmを超え3,000mm以下」に分割

注入時間算出を「① 1,000mm以上2,000mm以下」、
「② 2,000mmを超え3,000mm以下」に分割

注入材料使用量を「① 1,000mm以上2,000mm以
下」、「② 2,000mmを超え3,000mm以下」に分割

諸雑費率を「① 1,000mm以上2,000mm以下」、「②
2,000mmを超え3,000mm以下」に分割

注釈に鉄筋加工・組立費が必要な場合は，「第Ⅵ編
第２章 市場単価 ①鉄筋工」より計上するよう記載

注釈に鉄筋加工・組立費が必要な場合は，「第Ⅵ編
第２章 市場単価 ①鉄筋工」より計上するよう記載

文章の変更、語句追加。二重管工法の杭径上限を
変更2,000mm→3,000mm。対象外工種に変位低減
型・先行掘削併用方式及びプレジェット併用方式を
追加
文章の語句追加。次表の各工法の機械セット数と異
なる場合は別途考慮する

機械の追加。「高圧噴射撹拌式地盤改良機」、「空
気圧縮機」
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
５－４ 注入設備の据付・解体及び移設 一部

６． 単価表
（２） 二重管工法１本当り単価表 一部

(６) 機械運転単価表 一部 機械の追加。「空気圧縮機」

⑭ 構造物とりこわし工
１． 適用範囲 一部 文章から「石積とりこわし」を削除

１－１ 適用出来る範囲 一部 「石積とりこわし」を削除

１－２ 適用出来ない範囲 一部 「石積とりこわし」を追加

３． 施工パッケージ
３－１ 石積とりこわし（人力） 全部 全削除

３－２ 積込み(コンクリート殻)
（２）代表機労材規格 一部

⑮ コンクリート削孔工
１． 適用範囲
図１－１ 削孔機械の選定 一部 電動ハンマドリル領域から「40mm」を削除

３． 施工パッケージ
３－１ コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 一部

⑰ 吸出し防止材設置工
１． 適用範囲
１－１ 適用出来る範囲 一部 「施工場所全面に設置する場合」を追記

１－２ 適用出来ない範囲 一部 「（２）吸出し防止材を点在で設置する場合」を追記

表１．１ 施工方法の定義 全部 全面と点在の摘要を新たに記載

２． 施工概要 全部 施工フローを追加

３． 施工パッケージ
３－１ 吸出し防止材設置
（１）条件区分 一部

注釈のロス率の改定。0.07→0.08

（２）代表機労材規格 一部 代表労務に「土木一般世話役」を追加

㉕ 殻運搬
１． 適用範囲
１－２ 適用出来ない範囲 一部

２． 施工パッケージ
２－１ 殻運搬
（１）条件区分
表２．１ 殻運搬 積算条件区分一覧 一部

殻発生作業から人力積込の記載削除

（２）代表機労材規格
表２．２ 殻運搬 代表機労材規格一覧 一部 人力積込の記載削除

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

独自基準 ⑤　場所打擁壁工 一部

⑪　軟弱地盤処理工
⑪－３　スラリー攪拌工 一部 記載の変更

⑫　薬液注入工 一部 記載の変更

㉔　函渠工

第３章 適用基準 ①　鋼管・既製コンクリート杭打工
基礎工 ①－１　パイルハンマ工

３． 機種の選定
表３．１ 機種の選定 一部 記載機種の改定

６． 諸雑費 全部

７． 単価表
（１）鋼管・既製コンクリート杭打工10本当り単価表 一部 記載機種の改定

（３）機械運転単価表 一部 記載機種の改定

（４）鋼管杭杭頭処理用機械運転単価表 全部

①－２　中堀工

諸雑費率をを「 1,000mm以上2,000mm以下」、「
2,000mmを超え3,000mm以下」に分割

殻発生作業をコンクリート（無筋）とコンクリート（鉄
筋）に分割

注釈の作業内容にに「モルタルの吹付法面のとりこ
わしによって発生した殻運搬」を追記

「設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積
算」は、⑤－１ 場所打擁壁工（１）、⑤－２ 場所打擁
壁工（２）ともに同じ内容の記載のため、統一して記
載

（仕様書追加事項記載例）　→　（特記仕様書追加
事項記載例）

（仕様書追加事項記載例）　→　（特記仕様書追加
事項記載例）

単価表を「① 1,000mm以上2,000mm以下」、「②
2,000mmを超え3,000mm以下」に分割

注釈の追加。「上表の機械は，「第Ⅱ編第１章土工
②土工②－1 土工 ３－７積込（ルーズ）」による」

記載の変更。コンクリート削孔（電動ハンマドリル
40mm）→コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

全面のみを対象とするため、点在に関する記載を削
除

「（５）既設コンクリート構造物のとりこわしにより発生し
た殻（鉄筋・無筋）を人力で積み込む場合」を追加

「設計本体コンクリート数量に含まれない付属物の積
算」は、㉔－１ 函渠工 （１）、㉔－２ 函渠工 （２）とも
に同じ内容の記載のため、統一して記載

諸雑費の対象工種を細分化し、（１）鋼管杭（継杭無
し、継杭有り）、（２）既製コンクリート杭とした

（３）機械運転単価表から分離し、新たな単価表の追
加
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
５．施工歩掛
５－３ 諸雑費
（１）鋼管杭（打撃方式） 一部

（２）既製コンクリート杭（打撃方式） 全部

（３）鋼管杭（グラウト方式） 一部

（４）既製コンクリート杭（グラウト方式） 全部

④　ニューマチックケーソン工
７．設備等の供用日数 一部 外側足場、内側足場の追記

８．施工歩掛
８－４ 構築工
８－４－１ ケーソン本体及び止水壁の製作
（３）足場工 一部

８－４－４ 中埋コンクリート打設
（１）中埋コンクリート工 全部

（２） 中埋コンクリート打設量 全部

10．参考資料
一部 外側足場、内側足場の追記

一部 外側足場、内側足場の追記

全部 概要図の追加

全部 概要図の追加

11．単価表
（４）足場材設置・撤去100 掛ｍ2 当り単価表 全部 歩掛改定に伴う単価表の追加

（５）足場材賃料一式当り単価表 全部 歩掛改定に伴う単価表の追加

（８）中埋コンクリート打設10m3当り単価表 全部 歩掛改定に伴う単価表の追加

（22） 機械運転単価表 一部 コンクリートポンプ車の追加、指定事項の改定

⑤ 基礎工 （鋼管矢板基礎工）
⑤－１ 打撃工法
１． 適用範囲 一部

２． 施工概要 一部 図２－１ 施工フローに「コネクタ取付け」を追記

４． 施工歩掛
４－１ 鋼管矢板打込工（打撃工法）
４－１－１ 編成人員 一部

４－１－２ 油圧ハンマによる打込み 一部 各係数等の参照先の表名を追記

４－１－３ 諸雑費率 一部 注釈の改定

４－３ 鋼管内掘削工 一部 注釈の改定

４－11 井筒内支保設置・撤去工 一部 注釈の改定

４－13－２ プレートブラケット方式 一部 文章の改定

４－14 鋼管矢板切断・撤去工
４－14－１ 編成人員

５． 単価表
（１）鋼管矢板打込工（打撃工法）10本当り単価表 一部 摘要、注釈の改定

（６）継手管内止水材注入工継手100ｍ当り単価表 一部 摘要の改定

（17）機械運転単価表 一部 発動発電機の機械賃料数量を追記

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第４章 適用基準 ④ 張りコンクリート工
コンクリート工 ３．機種の選定

表３．１ 機種の選定 一部 作業区分の改定。打設→コンクリート打設

４．施工歩掛
４－３コンクリート打設
４－３－３ 防草コンクリート
表４．５ コンクリート打設歩掛（防草コンクリート） 一部 注釈の改定

４－４ 養生
表４．６ 一般養生歩掛 一部 注釈の改定

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第５章 適用基準 ② 鋼矢板（Ｈ形鋼）工
仮設工 ②－１ バイブロハンマ工

諸雑費の対象工種を細分化により、文章の一部追
記及び表５．９ 諸雑費率（鋼管杭）の改定

諸雑費の対象工種を細分化により、文章及び表５．
１０ 諸雑費率（既製コンクリート杭）を追加

面積算出方法、計上方法等の詳細を追記、表8．5
足場材設置・撤去歩掛を追加

歩掛の新設に伴い、文章及び表8.6 中埋コンクリー
ト打設歩掛、表8.7 コンクリートポンプ車圧送のコンク
リートの標準範囲の追加。旧基準（２）型枠工～（５）
養生工の削除
歩掛の新設に伴い、文章及び表8.8 ロス率(Ｋ)の追
加

諸雑費の対象工種を細分化により、文章の一部追
記及び表５．７ 諸雑費率（鋼管杭）の改定

諸雑費の対象工種を細分化により、文章及び表５．
８ 諸雑費率（既製コンクリート杭）を追加

表４．１ 日当り編成人員の単位の改定。（人）→（人
／台・日）

表４．23 日当り編成人員の単位の改定。（人）→（人
／日）

参考図１　ニューマチックケーソン工法（空気減圧）概要
図

参考図２　ニューマチックケーソン工法（酸素減圧）概要
図

参考図３　ニューマチックケーソン工法（空気減圧）ピア
ケーソン概要図

参考図４　ニューマチックケーソン工法（酸素減圧）ピア
ケーソン概要図

文章の改定。仮締切兼用方式→仮締切兼用方式
(打撃工法)
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
３． 施 工 歩 掛
３－３ 日当り施工枚（本）数
（３）継施工費 一部 継施工費(円/箇所)の改定

６． 単価表
一部 注釈に数値基準を追記

②－４ プレボーリング 一部 標題から「ディーゼルハンマ」を削除

１． 適用範囲 一部 「ディーゼルハンマ」に関連するものを削除

２．機種の選定 一部 「ディーゼルハンマ」に関連するものを削除

２－２ その他の機種
(２) バックホウ 一部 語句の削除（プレボーリング工法のみ適用）

３． 編成人員及び運転時間
３－１ 編成人員 一部 「ディーゼルハンマ」に関連するものを削除

３－２ 運転時間 一部 語句の削除

４． 施工歩掛
４－１ Ｈ形鋼１本当り準備時間（Ｔｓ） 一部 「ディーゼルハンマ」に関連するものを削除

注釈の語句から「プレボーリング」を削除

４－２ Ｈ形鋼１本当り打込み時間（Ｔｂ） 一部 「ディーゼルハンマ」に関連するものを削除

４－３ 作業係数（Ｆ） 一部 基準作業係数から「ディーゼルハンマ」を削除

４－４ 諸雑費 一部 標題から「（プレボーリング工法）」を削除

５． 水上施工 全部 全削除

５． 単価表 一部 「ディーゼルハンマ」に関連するものを削除

(２) 機械運転単価表 一部 対象機械から、クローラ式杭打機、引船、台船を削除
上記に関連する注釈の削除

⑲ グラフによる標準的な仮設電力設備の積算
グラフ（１）～（２） 全部 グラフの改定

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

独自基準 ①　仮設工
(２)仮設工の積算
３）仮設工の損料率 全部 スクラップ控除の積算方法を明記

⑭-1　土工用防護柵
・ Ａタイプ（参考） 一部 注釈の記載変更

・ Ｂタイプ（参考） 一部 注釈の記載変更

全部 全削除（中国地整基準から削除されたため）

第Ⅲ編 第１章 適用基準 ①消波根固めブロック工
河川 河川海岸 ①－２ 消波根固めブロック工（ブロック撤去工）

１． 適用範囲 一部 ブロック質量の改定。0.25t以上35.5t以下→8.0t以下

２． 施工概要 一部 施工フローの細分化。注釈の追記

３．施工パッケージ
３－１ 根固めブロック撤去
（１）条件区分

一部 ブロック質量欄を削除。注釈の改定、追記

表３．２ クレーン機種 一部

一部

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第２章 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）
河川維持

第３章 適用基準 ① 土工
砂防工 ①－１ 土工

１． 適用範囲

１－２－１ 掘削（砂防） 一部

２． 施工概要
２－２ 土の流れ概念図及び対応施工パッケージ 一部 注釈の追記

３． 施工パッケージ
３－１ 掘削（砂防）
（１）条件区分
表３．１ 掘削（砂防） 積算条件区分一覧 一部 注釈の追記

①－２ 土工（ＩＣＴ） 全部 新設

(１) バイブロハンマによる軽量鋼矢板打込み又は引
抜き10 枚当り単価表

「修理費は軽作業とする。」　→　「修理費及び損耗
費算定のための補助工法は有とする。」

「修理費は軽作業とする。」　→　「修理費及び損耗
費算定のための補助工法は有とする。」

１－２ 適用出来ない範囲（土木工事標準積算基準書
等により別途計上するもの）

「（５）３Ｄ－ＭＧ又はＭＣバックホウによる土砂の掘
削積込」を追記

㉓山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に
係る切羽監視責任者の取り扱い

表３．１ 根固めブロック撤去 積算条件区分一
覧

ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ｔ吊～50ｔ
吊以外の機種を削除

表３．２ 根固めブロック撤去 代表機労材規格
一覧

ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ｔ吊～50ｔ
吊以外の機械をＫ１から削除
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

② コンクリート工
②－１ コンクリート工
７． 砂防コンクリート打設歩掛
表７．１ 一般部コンクリート打設歩掛 一部 注釈の追記

②-3 残存型枠工
１． 適用範囲 一部 語句の修正

③ 仮設備工 一部 歩掛の廃止に伴う番号の修正

１． 仮設備工
一部 注釈の修正

⑧ 鋼製砂防工
５． 単価表
(２) 本締め工100 本当り単価表 一部 注釈の追記

⑨ 砂防ソイルセメントエ
１． 適用範囲 一部 語句の追記

２． 施工概要 一部 フロー図の修正

３．施工パッケージ
３－１ 粒径処理
（１）条件区分 一部 注釈の修正

３．粒径処理率は次式による。

（２）代表機労材規格 一部

一部

３－７ 混合材料敷均し・締固め
（１）条件区分 一部 歩掛改定に伴う施工幅員区分の追加

歩掛改定に伴う注釈の修正

（２）代表機労材規格 一部

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第４章 適用基準 ① 地すべり防止工
地すべり防止工 ①-2 集水井工（プレキャスト土留工法)

７． 内訳書及び単価表
(１) 集水井（プレキャスト土留壁）１基当り内訳書 一部 昇降用設備材の単位変更（基→式）

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第５章 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第６章 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）
ダム工

第Ⅳ編 第１章 適用基準 ③ 排水性舗装工
道路 舗装工 ③-2 透水性樹脂コンクリート工 全部 歩掛の廃止に伴い、全削除

⑤ コンクリート舗装工
⑤-2 連続鉄筋コンクリート舗装工
２． 施工概要 一部 フロー図の修正

５． 単価表
（２）目地切り・清掃100m 当り単価表 一部 摘要の修正

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第２章 適用基準 ① 防護柵設置工
付属施設 ①-３ 立入り防止柵工

１． 立入り防止柵工 一部 箱抜き歩掛新設に伴う、番号の修正

２． 箱抜き工 全部 新設

①－４ 車止めポスト設置工
１． 適用範囲 一部 適用範囲から、「撤去，撤去再設」を削除

２． 施工概要 全部 新設

３． 施工パッケージ 一部 設置のみの記載に変更

①-６ 防雪柵現地張出し・収納工
１． 適用範囲 一部 柵高の変更（4.3m→5.5m）

２． 施工概要 一部 フロー図の修正

３． 施工パッケージ
３－１ 防雪柵現地張出し・収納
（１）条件区分 一部

４．参考図 一部 図名の追記、（３）吹止式（連動型・単動型）の追記

全部 全削除

③－２ 仮設備工（ケーブルクレーン付属設備）全削
除

１－３ ケーブルクレーン（両端固定式）基礎設置・据
付け・解体歩掛

…砂防ソイルセメント工（転圧タイプ）の施工に適用
する。

①－８ 雪崩発生予防柵設置工（円形空洞型枠工，立入防
止柵工，柵板設置工）

粒径処理率(％)＝{(粒径処理後土量)／(粒径処
理前土量)}×100

表３．２ 粒径処理 代表機労材規格一覧の機械規格
の修正

表３．４ 撹拌混合 代表機労材規格一覧の機械規格
の修正

表３．３．５６ 混合材料敷均し・締固め 代表機労材規
格一覧の代表機械の変更

表３．１ 防雪柵現地張出し・収納 積算条件区分一
覧の区分の細分化（防雪柵高さの区分を追加）

急傾斜地崩壊防
止工
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
①-10 落下物等防止柵設置工
１． 適用範囲 一部 落下物等防止柵の種類を記載

１－１ 適用出来る範囲 全部 歩掛改定に伴い、記載内容変更

１－２ 適用出来ない範囲 全部 新設

参考図 全部 全削除

２． 施工概要 一部 フロー図の修正、注釈の追記

３． 施工パッケージ
３－１ 落下物等防止柵
（１）条件区分 一部

（２）代表機労材規格 一部

⑥ 橋梁付属施設設置工
１． 適用範囲
１－１ 適用出来る範囲
１－１－１ 排水桝 一部 下限値（20kg/個以上）を削除

１―１－２ 橋名板等取付 一部 語句の削除（親柱）
語句の追加（橋桁及び橋台・橋脚）、（橋歴板）
寸法の変更（200mm×800mm→300mm×800mm）

１－１－３ 橋梁用高欄 一部

１－２ 適用出来ない範囲
１―２－２ 橋梁用高欄 一部

２． 施工概要 全部 新設。施工フローの追記

３． 施工パッケージ
３－１ 排水桝
（１）条件区分 全部 材質、重量による条件区分を新たに設定

３－２ 排水桝Ａ（材料費） 全部 新設

３－３ 橋名板等取付 一部 注釈の改定

３－４ 橋梁用高欄
（１）条件区分 一部

注釈の一部削除

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第３章 適用基準 ⑫ 橋梁補修工
道路維持修繕工 ⑫-1 橋梁地覆補修工

３．施工パッケージ
３－２ 鉄筋
（１）条件区分 一部 鉄筋規格の修正

㉑ 沓座拡幅工
３．施工パッケージ
３－８ 鉄筋（沓座拡幅工）
（１）条件区分 一部 鉄筋規格の修正

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第４章 適用基準 ② 電線共同溝工(C・C・BOX)
共同溝工 １． 適用範囲

１－１ 適用出来る範囲
１－１－３ 埋戻し・締固め 一部 語句の追加（埋設表示シートの設置を含む）

３． 施工パッケージ
３－３ 埋戻し・締固め
（１）条件区分 一部 注釈語句の追加（埋設表示シートの設置作業）

３－５ 軽量鋼矢板設置・撤去
（１）条件区分 一部 注釈語句の修正

３－６ 覆工板設置・撤去
（１）条件区分 一部 注釈語句の修正

３－11 プレキャストボックスブロック設置
（１）条件区分 一部 注釈語句の修正

③ 情報ボックス工
３． 施工パッケージ
３－１ 舗装版破砕
（２）代表機労材規格 一部

３－３ 埋戻し
（２）代表機労材規格 一部

３－６ 基礎材
（２）代表機労材規格 一部

３－７ 埋設部管路材設置
（１）条件区分 一部

（２）代表機労材規格 一部

区分の追加（アンカーボルト設置の有無）、注釈の修
正及び追記

表３．２ 落下物等防止柵 代表機労材規格一覧の労
務に特殊作業員を追加（アンカーボルト設置有りの
場合）

高欄種類、材質の細分化。基礎方式（ベースプレー
ト）の場合適用可能と明記

項目の追加（既設地覆を削孔してアンカーを設置す
る場合）（再利用設置の場合）

表３．11 埋設部管路材設置 代表機労材規格一覧

作業区分（再利用設置）の削除。条件区分は、設置
方法のみで判断

表３．１ 舗装版破砕 代表機労材規格一覧の機械規
格を変更

表３．３ 埋戻し 代表機労材規格一覧の機械規格を
変更

表３．８ 基礎材 代表機労材規格一覧の機械規格を
変更

注釈の語句追加（７．さや管設置延長は，条数に関
係なく本体管延長の数量をいう）
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

３－11 ハンドホール
（１）条件区分 一部

（２）代表機労材規格

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第５章 適用基準 ① トンネル工(ＮＡＴＭ
トンネル工 ①-1 トンネル工(ＮＡＴＭ)〔発破工法〕

３． 施工計画
３－７ トンネル工事の機械器具経費積算
３－７－２ 機械損料の補正等 一部 語句の修正

表３．６ 機械損料の補正にＤⅢ欄を新設
注釈語句の修正

３－８ 工事用仮設備
３－８－１ 吹付プラント設備 一部

注釈にコンクリートプラントに係る事項を追記
４． 施工歩掛
４－２ 支保工
４－２－３ 鋼製支保工
(１) 鋼製支保工の使用材料 一部

４－５ 覆工工
(５) 材料費
２) 覆工コンクリート 一部

４－８ 工事用仮設備
４－８－１ 吹付プラント設備組立・解体 一部

４－８－５ 仮設備保守 一部

５． 単価表
(27) 吹付プラント設備運転１日当り単価表 一部 セメントサイロ規格の追記

(28) 機械運転単価表 一部 機械規格の追記。

①－２ トンネル工（ＮＡＴＭ）［機械掘削工法］
３． 施工計画
３－１ 岩区分及び掘削工法 一部 記載及び注記の修正

３－４ 工事工程表
３－４－１ 工事工程 一部 標準的な工程表作成の考え方(参考)図の修正

３－７ トンネル工事の機械器具経費積算
３－７－２ 機械損料の補正等 一部 語句の修正

表３．５ 機械損料の補正にＤⅢ欄を新設
注釈語句の修正

３－８ 工事用仮設備
３－８－１ 吹付プラント設備 一部

注釈にコンクリートプラントに係る事項を追記

４． 施工歩掛
４－５ 覆工工
(５) 材料費
２) 覆工コンクリート 一部

５． 単価表
一部 語句の修正

一部 語句の修正

(14) 吹付プラント設備運転１日当り単価表 一部 セメントサイロ規格の追記

(15) 機械運転単価表 一部 機械規格の追記。

② 小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）
１． 適用範囲 一部 本文③～⑩の記載の修正

３． 施工計画

の機械規格を変更

表３．14 ハンドホール 積算条件区分一覧の機械規
格を変更

表３．15 ハンドホール 代表機労材規格一覧の機械
規格を変更。労務、材料備考欄の機械の変更

表３．８ 機種の選定の機械規格の追記。機械を追加
（コンクリートプラント（バッチ型・定置式）25 ㎥ ／ｈ
（分割練混ぜ方式）

表４．53 Ｈ形鋼支保工「通常断面」～表４．57 Ｈ形
鋼支保工「大断面」の単位を修正（ｔ／（トンネル延
長）1ⅿ当り）

表３．７ 機種の選定の機械規格の追記。機械を追加
（コンクリートプラント（バッチ型・定置式）25 ㎥ ／ｈ
（分割練混ぜ方式）

表４．75 生コンクリート（余巻を含む）「通常断面」～
表４．76 生コンクリート（余巻を含む）「大断面」の注
釈を追記（上表には，コンクリートのロス率＋0.02 を
含む）

(11) 型枠工（覆工コンクリート）スライドセントル（本坑
用）移動・据付・脱型１ⅿ（トンネル延長）当り単価表

(12) 型枠工（覆工コンクリート）スライドセントル（非常
駐車帯用）移動・据付・脱型１ⅿ（トンネル延長）当り

注釈を追記（コンクリートプラント損料は，練混ぜ方
式（一括または分割）に対応したものを選定すること）

表４．80 生コンクリート（余巻を含む）「通常断面」～
表４．81 生コンクリート（余巻を含む）「大断面」の注
釈を追記（上表には，コンクリートのロス率＋0.02 を
含む）

表４．86 吹付プラント設備組立・解体歩掛の注釈を
追記（上表は，コンクリートプラントの練混ぜ方式（一
括または分割）に関わらず適用出来る）

表４．89 仮設備保守歩掛の注釈を追記（吹付プラン
ト設備は，コンクリートプラントの練混ぜ方式（一括ま
たは分割）に関わらず適用できる）

注釈を追記（コンクリートプラント損料は，練混ぜ方
式（一括または分割）に対応したものを選定すること）

機械を追加（コンクリートプラント（バッチ型・定置式）
25 ㎥ ／ｈ（分割練混ぜ方式）

機械を追加（コンクリートプラント（バッチ型・定置式）
25 ㎥ ／ｈ（分割練混ぜ方式）

表１．１ 掘削断面積の適用範囲の備考欄に記載を
追加（4-3 覆工工にも適用）
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
３－３ 工事工程
３－３－２ 週当り作業量 一部

３－７ 工事用仮設備
３－７－１ 吹付プラント設備 一部

注釈にコンクリートプラントに係る事項を追記

４． 施工歩掛
４－１ 掘削工等
４－１－１ 掘削工等
(４) 諸雑費
１） 機械の諸雑費 一部 本文の追記（…掘削等作業における…）

２） 材料の諸雑費 一部 本文の一部削除（基数エキストラ）

４－２ 支保工
４－２－１ コンクリート吹付工
(２) 吹付コンクリート量 一部 本文の追記（…ロスを含む…）

４－２－２ ロックボルト工
(３) ロックボルト工のモルタル材料及び使用量 一部

４－２－３ 鋼製支保工
(１) 鋼製支保工の使用材料 一部

４－３ 覆工工
４－３－１ 防水工
(５) 材料費
２) 覆工コンクリート 一部

４－５ 工事用仮設備
４－５－２ 吹付プラント設備組立・解体 一部 注釈にコンクリートプラントに係る事項を追記

４－５－７ 仮設備保守 一部

５． 単価表
(23) 吹付プラント設備運転１日当り単価表 一部 セメントサイロ規格の追記

(24) 機械運転単価表 一部 機械規格の追記。

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第７章 適用基準 ① 鋼橋製作工
橋梁工 ５． 桁輸送費

５－２ 輸送費 一部

⑦ ポストテンション桁製作工
３． 施工歩掛
３－１ ポストテンション桁製作工 一部 歩掛の改定（人工の改定）

３－２ 諸雑費 一部 本文の語句の追記
諸雑費率の改定（33％→31％）

５． 機種の選定等
５－２ 雑機械費 一部 本文の語句の追記（雑機械を記載）

諸雑費率の改定（59％→86％）

⑨ Ｐ Ｃ 橋架設工
３． トラッククレーンによる架設
３－２ トラッククレーンによる架設歩掛 一部

３－３ 重量台車による桁小運搬
３－３－１ 桁小運搬配置人員及び小運搬質量 一部

３－３－４ 機械器具損料 一部 本文の語句の追記（現場内小運搬）

４． 架設桁による架設
４－２ 架設桁によるポストテンション桁架設歩掛 一部 注釈の追記（現場内小運搬）

５． 横組工
５－３ ＰＣ工
５－３－１ ＰＣ工歩掛 一部 歩掛の改定（人工の改定）

マルチワイヤシステム歩掛の削除
注釈の追記（材料費、機械器具費の詳細を記載）

５－４ 緊張工
５－４－１ 緊張工歩掛 一部 マルチワイヤシステム歩掛の削除

５－４－３ 機械器具損料 一部

５－５ 足場工及び防護工
５－５－２ 防護工
(２) ワイヤーブリッジ防護工 一部

９． 床版工（ＰＣコンポ桁のみ）
９－２ 鉄筋工 一部 本文の語句の追記（現場内小運搬）

表４．23 鋼製支保工の使用材料の種別を修正（掘
削区分→岩区分）

表４．35 生コンクリート(余巻を含む)の注釈を追記
（上表には，コンクリートのロス率＋0.02 を含む）

表４．45 仮設備保守歩掛の注釈を追記（吹付プラン
ト設備は，コンクリートプラントの練混ぜ方式（一括ま
たは分割）に関わらず適用できる）

注釈を追記（コンクリートプラント損料は，練混ぜ方
式（一括または分割）に対応したものを選定すること）

機械を追加（吹付プラント設備（バッチ型・定置式）
25 ㎥ ／ｈ（分割練混ぜ方式）

表３．１ 週当り作業量の単位を修正（ｔ／（トンネル延
長）1ⅿ当り）

表３．４ 機種の選定の機械規格の追記。機械を追加
（コンクリートプラント（バッチ型・定置式）25 ㎥ ／ｈ
（分割練混ぜ方式）

表４．22 ロックボルト工のモルタル材料使用量の注
釈を追記（上表には、モルタル材料のロスを含む）

表５．２ 鋼橋工場製作輸送費の輸送単価算出式の
改定

表３．２ トラッククレーンによる橋梁下からのＰＣ桁架
設歩掛（ポストテンション桁）の桁１本当りの桁質量の
表記を変更

表３．４ 桁小運搬配置人員及び小運搬質量の単位
削除。注釈の追記（現場内小運搬）

注釈の一部削除（シングルストランドシステム、マル
チワイヤシステム記載の削除）

項目名称の変更（板張防護工ワイヤーブリッジ防護
工→ワイヤーブリッジ防護工）
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

11． 内訳書及び単価表
(４) 小運搬（重量台車による方法）内訳書 一部 摘要欄に対応する単価表明を追記

(８) 架設桁による主桁架設 内訳書 一部 摘要欄に対応する単価表明を追記

(15) 横組工内訳書 一部 摘要欄に対応する単価表明を追記

(17) コンクリート10 ㎥当り単価表 一部 摘要欄に対応する単価表明を追記

⑩ ＰＣ橋片持架設工
13． 機種の選定
13－２ 供用日数 一部 各工程標準施工日数記載表の作業種別の語句修正

⑪ ポストテンション場所打ホロースラブ橋工
３． 施工歩掛
３－１ コンクリート工
３－１－２ 施工歩掛 一部

３－２ 鉄筋工 一部

３－３ ケーブル工 一部

３－６ 日当り施工量 一部 グラウト材注入の日当り施工量を改定

⑫ ポストテンション場所打箱桁橋工
３． 施工歩掛
３－３ ケーブル工

一部 歩掛の改定（人工、諸雑費率の改定）
注釈の語句追加

３－６ 日当り施工量 一部 グラウト材注入の日当り施工量を改定

⑭ 架設支保工
６． 単 価 表
（４）支柱受台設置・撤去工10ｍ当り単価表 一部

⑰ 歩道橋（側道橋）架設工
６． 橋面舗装歩掛 全部 全削除

７． 内訳書及び単価表
（13）側板取付け10㎡当り単価表 一部 摘要欄に対応する単価表明を追記

（14）側板取外し10㎡当り単価表 一部 摘要欄に対応する単価表明を追記

⑱ 鋼製橋脚設置工
７． 現場溶接工 一部

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

独自基準 ７　１　Ｈ形橋梁の輸送 一部 Ｈ形鋼橋梁メーカー指定工場一覧表（参考）の修正

７　１　鋼橋の輸送 一部 鋼橋製作工場の所在地等修正（日本橋梁（株））

７　１　橋梁上部工（ 鋼橋製作）
床版用吊金具 全部 以下を新たに追記

７　２　橋梁塗装
(2)溶融亜鉛メッキ（工場塗装）の管理費区分について 全部 以下を新たに追記

第Ⅴ編 第１章 適用基準 ① 公園植栽工
公園 公園植栽工 １．適用範囲 一部 本文から、「植栽工事の割増し積算」以降を削除

２．施工概要 全部 新設（フロー図）

３．施工歩掛
３－１ 植栽工
（１）植栽 一部

（２）支柱設置 一部 八ｯ掛（三脚）（竹）の諸雑費率の改定（5％→6％）

３－２ 移植工
（１）掘取 一部 諸雑費率の新設及び改定

全部 注釈の新設

（２）幹巻き 一部 諸雑費率の改定、注釈の修正

３－３ 地被類植付工
（１）張芝工 一部

表３．２ コンクリート工歩掛の注釈の追記（１．生コン
クリートのロス率は，＋0.02として上表に含まれてい
る）

表３．３ 鉄筋工歩掛の注釈の追記（１．鉄筋の切断
等のロス率は,＋0.05として上表に含まれており，スク
ラッ

歩掛の改定（人工の改定）、諸雑費率の改定（27％
→20％）
注釈の追記（１．PCケーブルの切断ロス，つかみ代
等のロス率は,＋0.04として上表に含まれており，スク
ラップ控除は行わない）、（グラウト材の詳細を記載）

表３．４ ケーブル工歩掛（縦締）～表３．６ ケーブル
工歩掛（鉛直締）

本文から「現場内小運搬（100ｍ以内）等を含む」を
削除、「なお，中低木は別途考慮する」を追記
表３．１ 植栽歩掛の歩掛の改定（人工の改定）、注
釈の語句追記（高木の判断幹周25cm→15cm、上表
には100ｍ程度の現場内小運搬を含む等）

注釈の語句追加（諸雑費に含まれる器具の追記、上
表には100ｍ程度の現場内小運搬を含む等）

本文から、「現場内小運搬等の作業を行うものでから
なり」を削除

単価表名称の変更（支柱受台10ｍ当り単価表→支
柱受台設置・撤去工10ｍ当り単価表）

表７．１ 現場溶接工歩掛の注釈を追記（１．橋脚が
複数ある場合は、各橋脚毎に溶接実延長を算出す
付表-１ 板厚による係数の平均板厚の上限値を設定
（50以上→50以上55未満）

「1. 床版用吊金具について
　床版用吊金具については小型材片扱いとせずに
　購入部品として計上する。」

「溶融亜鉛メッキ（工場塗装）の管理費区分は[2]（工
場管理費、一般管理費のみ対象）とする。」
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

５． 植栽工事の割増積算 全部 新設（新植樹木等の植樹割増を明記）

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第Ⅵ編 第１章 適用基準 ① 区画線工
２． 標準単価の設定
２-４ 直接工事費の算出 一部 矢印・文字・記号の設計数量の算出方法を記載

３． 適用にあたっての留意事項 一部 矢印・文字・記号の設計数量の算出方法を削除

③ 橋梁塗装工
１． 適用範囲
１－１ 標準単価が適用出来る範囲 一部

１－２ 標準単価を適用出来ない範囲 一部 記載の修正

２． 標準単価の設定
２－１ 標準単価の構成と範囲 一部

一部

一部

３． 適用にあたっての留意事項 一部 (４) の、１）、２）表に作業方法欄を追加

一部 (８)の防護工及び安全対策の詳細を追記

④ 構造物とりこわし工
１． 適用範囲
1－２ 標準単価が適用できない範囲 一部

３）から「石積取壊し（人力）を削除

第２章 適用基準 ④ 法面工
市場単価 ④－２ 吹付枠工

３． 適用にあたっての留意事項 一部 (４) の鉄筋種別の修正

⑤ 道路植栽工
１． 適用範囲
１－２ 市場単価を適用出来ない範囲 一部

⑥橋梁付属物工
⑥－１ 橋梁用伸縮継手装置設置工

一部

⑦ 薄層カラー舗装工
２． 市場単価の設定
２－３ 加算率・補正係数

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第Ⅶ編 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第Ⅷ編 第４章 適用基準 第17 節 道路防災設備工
通信設備 ③ 簡易型交通量計測装置設置工 全部 新設

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第Ⅸ編 第１章 適用基準 第１章 一般共通
機械設備 一般共通～ 第５ 請負工事費の積算

第１９章 表－１・７ 現場管理費率 一部 現場管理費率の改定
塗装

基準の解説
［解］11 施工箇所が点在する工事の積算について 全部 新設

第２章　水門設備
第１ 河川用水門設備
２ 直接製作費
２－１ 材 料 費
(２) 主要部材費
表－2・2 主要部材所要量算定式 一部 注釈語句の修正

(３) 副部材費
表－2・4 主要部材・副部材の範囲 一部 注釈語句の修正

(４) 部品費
一部 語句の修正

２－２ 機 器 単 体 費 一部 語句の修正

表２．２ 加算率・補正係数の適用基準の補正係数に
「施工幅員が0.5ｍ以下の場合」を追加
表２．３ 加算率・補正係数の数値の補正係数に「施
工幅員が0.5ｍ以下の場合」を追加

電気通信
（積算）

塗替塗装　注釈の防護工及び安全対策の詳細を追
記

(１) 土木工事標準積算基準書等により別途積算する
もの。

５） 植樹管理(せん定)で定期的なせん定を行ってい
ない場合を追記

＜参考資料＞ ◆市場単価適用可能 橋梁用伸縮継手
装置一覧表

記載の削除（製作会社名：アサクラ）
秩父産業メタルジョイントSC-20G,30Gの削除
東京ファブリック工業ブロフジョイントの追加
ニ ッ タトランスフレックスジョイントTF-S,TF-S50の追
加
横浜ゴムMBジャパンＹＨＴ－Ｎタイプの追加
アオイ化学工業ラバトップジョイント250MJの追加
伸縮量、補強鉄筋重量、型番及び本体重量の一部
修正

土木工事
標準単価
及び市場
単価

土木工事標準単
価

(５) 塗膜剥離剤を使用した旧塗膜除去後のブラスト
処理による素地調整（1 種ケレン）を追加

新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装素地調整　注
釈の防護工の詳細を追記

新橋継手部現場塗装中塗り・上塗り　フロー図に継
手部下塗り塗装を追加

注釈の語句追加（市松張，すじ張の場合は，適用外
とする。諸雑費は芝串を必要としない場合は計上し
ない。上表には，100ｍ程度の現場内小運搬を含
む）

電気通信
（歩掛）

表－2・6 ワイヤロープウインチ式開閉装置補正係
数
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

２－３ 製 作 工 数
(２) 標準製作工数
表－2・7 標準製作工数 一部 注釈語句の修正

(３) 工数補正 一部 語句の修正

４ 直接工事費（修繕） 全部 新たに章立て

４－１ 材料費 全部 新設

４－２ 取替工数 全部

(2) 水密ゴム取替工数
表－2・24 水密ゴム標準取替工数 一部

(3) 電動機取替工数
表－2・25 電動機標準取替工数 一部 語句の修正

４－３ 機械経費 全部

基準の解説
直接製作費
１－３ 標準質量 全部 新設

第２ ダム用水門設備
２ 直接製作費
２－１ 材料費
(４) 部品費

一部 注釈語句の修正

一部 語句の修正

２－２ 機器単体費
一部 語句の修正

２－３ 製作工数
(２) 標準製作工数
２) 水門
表－2・34 標準製作工数 一部 注釈語句の修正

３) 取水設備
表－2・36 標準製作工数 一部 注釈語句の修正

(３) 工数補正
２) 構造による補正

一部 注釈語句の修正

一部 表題語句の修正

３ 直接工事費
３－４ 取替工数 一部 語句の修正

基準の解説
直接製作費
１－３ 標準質量 全部 新設

第７章　トンネル非常用施設
１ 適用範囲
１－１ 区分及び構成
表－７・１ トンネル非常用施設区分及び構成 一部

第８章　消融雪設備
３ 直接工事費
３－２ ポンプ据付
（３） 機械経費
表－８・４ 標準機械器具 一部 設置機械の変更（トラッククレーン→ラフテレーンク

第19章　塗 装
２ 工場塗装
２－２ 工場素地調整
（１） 工場素地調整程度
表－１９・２ 工場素地調整の程度及び使用用具 一部 ２種ケレンの記載の削除

（２） 工場素地調整歩掛
表－１９・３ 工場素地調整歩掛 一部 ２種ケレンの記載の削除

３ 現場塗装
３－３ 現場塗替素地調整
（１） 現場塗替素地調整程度
表－１９・９ 現場塗替素地調整の程度及び使用用具 一部 素地調整の程度欄からケレンの語句を削除

素地調整面の状態欄の語句の修正
２種の主要機械の変更（ブラスト機→ディスクサンダ）

（２） 現場塗替素地調整歩掛
表－１９・１０ 現場塗替素地調整標準歩掛 一部 素地調整の程度欄からケレンの語句を削除

１種の研磨材料追記（ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ3,600kg）
２種の研磨材料削除
１種の人工の記載（橋りょう塗装工）
２種の人工の削除

表－2・30扉体・戸当り・基礎材・副部材費率及び
部品費率

表－2・31 ワイヤロープウインチ式開閉装置補正
係

(１) 機器単体費として計上する品目は，次のとおりと
する。

表－2・41 四方水密ローラゲート及び四方水密
スライドゲート戸当り 補正係数（Ks）

表－2・42 ワイヤロープウインチ式開閉装置 補
正係数（Ks）、表－2・43 ワイヤロープウインチ
式開閉装置 揚程補正係数（F3）

３ 直接工事費から分離して、４ 直接工事費（修繕）
に取り込み

注釈の追記（扉体の取外し及び取付けは，本工数に
は含まれていないため，必要な場合は別途積み上
げるものとする）

新設（修繕に係る機械経費は、必要に応じて積上げ
計上するものとする）

道路トンネル非常用施設設置基準の改定による区
分及び構成の修正
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目

（３） 歩掛補正
表－１９・１１ 現場塗替素地調整補正率 一部

３－４ 諸雑費
表－１９・１２ 諸雑費率 一部 現場塗替素地調整、１種、開放部の諸雑費率を制

現場塗替素地調整、２種、開放部の諸雑費率を削

３－５ 現場水洗い清掃
（１） 対象範囲 一部 水洗い清掃説明の削除

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第20章 適用基準 第４章 トンネル換気設備・非常用施設
１ 適用範囲
１－１ 区分及び構成
表－４・１ 区分及び構成

２ 点検・整備原価
２－１ 点検工数
（２） 作業区分別工数比率
表－４・５ 非常用施設作業区分別工数比率 一部

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第１0編 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）
下水道

第１１編 第１１－1編 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

独自基準 第1章　２節　積算の通則 全部 記載の追加

第１１－２編 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

独自基準 第1章　２節　積算の通則 全部 記載の追加

第１１－３編 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

独自基準 第４章　就業時間別の船員供用係数 一部 字句、表の削除

第１２編 第１２－１編 全体
空港 空港土木 全部 ・既存の記載を「第１２－１編 空港土木」として章立て

適用基準 第１編　第２章　工事費の積算
②間接工事費
１．労務費　
１－８技術管理費　 一部 ・積上げする項目にＩＣＴ建設機械に要する費用等
（２）積算方法 　の記載追加

第１編　第４章　数値基準
①数値基準 一部 ・ＩＣＴ施行工種の数値基準追加

第１編　第１１章　作業日当り標準作業量
①作業日当り標準作業量 一部 ・ＩＣＴ施行工種の作用日当り標準作業量追加

・作業日当り標準作業量の記載変更

第１編　第１１章　作業日当り標準作業量
①作業日当り標準作業量 一部 ・ＩＣＴ施行工種の作用日当り標準作業量追加

・作業日当り標準作業量の記載変更

第２編　第１章　土工
②－１土工
１－２適用できない範囲　他 一部 ・土工（ICT）の追加に伴う記載変更

②－２土工（ICT） 全部 ・土工（ICT）の追加

③作業土工
③－１床堀工
３．施行パッケージ 一部 ・代表機労材規格一覧の変更

④人力運搬工
１．適用範囲　他 一部 ・適用範囲の記載変更　他

⑤安定処理工
１．適用範囲　他 一部 ・適用範囲の記載変更　他

第２編　第２章　共通工
①法面工
①－２法面整形工（ICT） 全部 ・法面整形工（ICT）の追加

③コンクリートブロック積み（張）工 一部 ・積算条件区分一覧における注釈の記載変更
３．施工パッケージ

④場所打擁壁工
④－１場所打擁壁工（１）
１．適用範囲　他 一部 ・適用範囲の記載変更　他

⑤排水構造物工
１．適用範囲 一部 ・適用範囲の記載変更

⑦殻運搬（施工パッケージ）
１．適用範囲　他 一部 ・適用範囲の記載追加　他

機械設備点検・
整備業務

「道路トンネル非常用施設設置基準・同解説」の改
定に伴う非常用施設の構成の修正

「道路トンネル非常用施設設置基準・同解説」の改
定に伴う設備名称の修正

港湾・漁港
漁場整備

港湾

注釈の語句の修正（１種、４種はタッチアップ作業は
含まない。１種の研削材料・使用量については、別
途積上げの記載の削除。２種の労務は、処分に伴う
集積も含めて別途積上げるよう追記）

１種、２種の密閉部内部における補正率は、別途考
慮するよう修正

注釈に１種（密閉部内部）、２種の諸雑費について
は、別途積上げるよう記載

漁港漁場整備

港湾・漁港漁場
整備共通

15/17



編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
第２編　第３章　コンクリート工
①型枠工
３．施工パッケージ 一部 ・積算条件区分一覧における注釈の記載変更

第３編　第２章　基本施設舗装
①路床整形工（空港）
３．施工パッケージ 一部 ・拡幅工事はの適用について記載変更

②下層路盤工（空港） 　として記載変更
３．施工パッケージ ・拡幅工事の区分として、「拡幅工事範囲の例」を追加

③上層路盤工（空港）
３．施工パッケージ

④コンクリート舗装工（空港）
２．施工方式 一部 ・移動に要する標準時間について記載追加　他
４．施工歩掛及び単価表

⑤アスファルト舗装工（空港）
３．施工パッケージ
３－１－４基層・中間層（空港） 一部 ・一層当りの最大仕上げ厚について記載変更
３－１－５表層（空港）

第３編　第３章　舗装
②－１路盤工（ICT） 全部 ・路盤工（ICT）の追加

③アスファルト舗装工
３．施工パッケージ 一部 ・用語の記載変更

⑤コンクリート舗装工
３．舗設工
３－４鉄鋼等使用量 全部 ・記載の追加

第３編　第４章　空港維持・修繕
②舗装面清掃工
３．作業能力の算定 一部 ・清掃機械（スイーパ）１時間当り作業量を改定
４．施工歩掛・単価表 ・単価表及び注記の記載変更

③ゴム除去工
３．施工単価 全部 ・記載の削除・変更

独自基準 第１編　第1章　総則
②請負工事の工事費の構成
２－４工事価格の端数処理 全部 ・工事価格の端数処理について追加

第１２－２編 全体
全部 ・「第１２－２編 航空灯火・電気施設」を新設

全体 運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第１3編 第1章 独自基準 ⑮請負工事機械経費積算要領
農業農村 総則 　たて込み簡易土留機材修理費及び損耗費表 一部 修理費及び損耗費の改定
整備

第２章 適用基準 ④菅水路基礎岩盤整形工（基面） 全部 ④の項目は全て削除、
土工 標準歩掛から積算参考歩掛へ移行

第５章 適用基準 ①木杭打込み（機械） 一部 施工機械の改定
基礎工

第１０章 適用基準 ①ほ場整備工（標準区画0.3ha以上）（表土扱い）、 一部 歩掛の改定
ほ場整備工 （基盤造成・畦畔築立）

②ほ場整備工（標準区画0.3ha未満）（表土扱い）、 全部 新設
（基盤造成・畦畔築立）

④暗渠排水工（掘削工：トレンチャ）、（掘削工：バックホウ）、 一部 機種選定の改定
（排水管・被覆材）、（埋戻工：バックホウ）、
（小運搬：人力・機械）

独自基準 ⑨ほ場整備整地工（表土扱い）、（基盤造成・畦畔築立） 一部 「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、
ICT施工 外注経費の費用の計上方法」の

情報化施工技術の活用ガイドラインへの移行

⑩水田整地工（ブルドーザ）ICT施工 一部 「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、
外注経費の費用の計上方法」の
情報化施工技術の活用ガイドラインへの移行

⑬床版進入路 全部 削除（⑬は令和２年度時点での項目番号）

第１１章 適用基準 土地改良事業等請負工事の参考積算歩掛
農用地造成工 9.農地造成工 ②ブラッシュブレーカ耕起 全部 削除（②は令和２年度時点での項目番号）

9.農地造成工 ④ディスクハロー粉土 全部 削除（④は令和２年度時点での項目番号）

第１６章 適用基準 土地改良事業等請負工事積算基準（施設機械）
施設機械及び の制定について
電気通信設備 第３　施設機械設備工事

３　請負工事費の積算
３－１１　設計技術費、一般管理費等の費目別 一部 現場管理費率の改定
対象表

第５　電気通信設備工事
３　請負工事費の積算
３－２　据付工事価格 一部 機器管理費率の補正係数表の新設

土地改良事業等請負工事標準歩掛（施設機械）について
第３章　水門設備
第１　河川・水路用水門設備
４　直接工事費（修繕） 全部 直接工事費（修繕）の新設

第２　ダム用水水門設備
２　直接製作費
２－５　ステンレス鋼表面処理費 一部 ステンレス鋼表面処理率の適用範囲改定

航空灯火・電気
施設
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編 章 区分 種別 改　定　要　旨

建設工事積算基準（令和3年10月1日）改定一覧

改定項目
第４章　除塵設備
第２　直接製作費
４　工場塗装費
４－１　工場塗装面積 一部 単位塗装面積のX範囲修正

第７章　塗装
第３　現場塗装
４　現場塗替素地調整 一部 歩掛等の改定

５　歩掛補正 一部 補正係数等の改定

第９章　電気通信設備
第１　適用範囲
２　適用条件 一部 適用条件等の改定

土地改良事業等請負工事積算基準（施設機械）等の
運用について
第３章　水門設備
第２　ダム用水門設備
１　直接製作費
１－３　標準質量 全部 標準質量算定要領の新設

土地改良事業等請負工事積算基準及び標準歩掛等の
参考資料（施設機械）について
第１章　鋼橋制作架設工事（参考資料）
第３　架設工事原価
１　直接工事費
１－２　架設費 一部 足場工の安全通路各係数の改定

溶接工における鋼床版Uリブ現場溶接工の削除
施設機械設備点検・整備積算基準等の運用について
第１　一般共通
３　点検・整備原価
３－４　共通仮設費 一部 派遣費及び宿泊費の注釈の新設

電気通信設備点検業務積算基準等（参考資料）について
第４　標準歩掛　
２　標準歩掛
２－３　個別点検 一部 超短波無線電話装置の歩掛表の新設

第５　運用
３　旅費・交通費 一部 行程の改定

設計業務の価格積算基準（施設機械）等の運用について
第１　電気通信施設及び水管理制御施設の
設計業務歩掛等
３　電気通信施設の設計業務歩掛
３－３　現地踏査 一部 多重無線施設及びCCTV設備歩掛の更新設計適用

３－５　実施設計 一部 多重無線施設の更新設計適用
CCTV設備類の新設及び更新条件の新設

運用基準 全部 削除（独自基準と結合）

第１４編 第1章 独自基準
森林整備 総則 一部 別表１　準備・片付け期間の日数の改正

新設 第１編第１７章の新設による

第3章 独自基準
運搬工

一部 施工パッケージが網羅できない種別の新設

第5章 独自基準
共通工（１）溝渠
工・
法面工等 一部 アンカー設置工の単価表に補助アンカーの材料費を新設

第8章 独自基準
木材利用工

一部 植栽帯の歩掛削除

一部 引用先書籍の変更（平成30年度版 → 令和3年度版）

一部 施工単価コードを一部削除

第13章 適用基準
治山ダム工

一部 日当たり施工量の新設

第14章 適用基準
山腹工 一部 標準機種の一部削除及び搭載量の修正

一部 基地の変更
一部 地上作業の燃料費の改正

第16章 適用基準
森林整備 新設 食害保護資材設置

新設 剥皮保護資材設置
新設 忌避剤散布・塗布

第20章 独自基準
橋梁工

一部 語句修正

運用基準

⑰　作業日当たり標準作業量

第1編　共通工

⑭　その他

　4-1　法面工

　　4-1-4　簡易法枠工

第1編　共通工

　2-10　人力運搬
2-10-1　人力運搬歩掛
2-10-2　小車運搬歩掛

第1編　共通工

　7-16　木材使用量工種別一覧

第2編　治山
第２　治山ダム工
２－６　鋼製ダム歩掛

　7-3　柵工
　　7-3-9　木柵工

　7-15　その他の木製構造物

第2編　治山
第５　森林整備
５－１－１２　（参考歩掛）獣害対策

第2編　治山
第3　山腹工
３－６　航空実播工

第3編　林道
第３　橋梁工
３－５　PC桁架設工

17/17


